
JP 4292824 B2 2009.7.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源ラインを通じて電気負荷に電力を給電するバッテリと、前記電源ラインを通じて前
記バッテリおよび前記電気負荷に給電する発電機と、前記発電機の発電電力又は前記電気
負荷の消費電力を制御する制御装置とを備える車両用電源装置において、
　前記電源ラインの電圧の目標制御範囲である基準電圧範囲の下限を電圧下限指令値、前
記基準電圧範囲の上限を電圧上限指令値とし、
　前記電圧下限指令値に対応する電力を好適最大放電電力とし、前記電圧上限指令値に対
応する電力を好適最大充電電力として、前記好適最大放電電力と前記好適最大充電電力と
により規定される範囲を前記バッテリの好適充放電電力範囲とし、
　前記電源ラインの電圧を前記基準電圧範囲内に維持することを指令する信号であり、外
部から前記制御装置に入力されるあるいは前記制御装置が決定する信号を電源ライン電圧
指令値として、
　前記好適最大放電電力は、前記バッテリから出力可能な最大放電電流に対応する前記バ
ッテリの許容最大放電電力より小さく設定される電力であって、前記電圧下限指令値は、
前記許容最大放電電力のときの前記バッテリ電圧の値である最小電圧より大きく設定され
る電圧であり、
　前記好適最大充電電力は、前記バッテリに入力可能な最大充電電流に対応する前記バッ
テリの許容最大充電電力より小さく設定される電力であって、電圧上限指令値は、前記許
容最大充電電力のときの前記バッテリ電圧の値である最大電圧より小さく設定される電圧
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であり、
　前記制御装置は、　
　前記好適充放電電力範囲と前記電圧上限指令値及び前記電圧下限指令値との関係を予め
記憶しており、
　前記制御装置は、　
　前記電源ライン電圧指令値、又は、車両の加減速に関連する検出値を定期的に読み込み
、
　定期的に読み込まれる前記電源ライン電圧指令値又は前記検出値から、前記電圧下限指
令値と前記電圧上限指令値とを決定することで、時間的に変動する前記基準電圧範囲を決
定し、
　前記電圧下限指令値及び前記電圧上限指令値と、予め記憶された前記放電電力範囲と前
記電圧上限指令値及び前記電圧上限指令値との関係とから前記好適充放電電力範囲を求め
、
　求めた前記好適充放電電力範囲内にて前記発電機の発電電力及び前記電気負荷の電力消
費を設定することで、電源ライン電圧の変動を前記基準電圧範囲内に維持可能としたこと
を特徴とする車両用電源装置。
【請求項２】
　請求項１記載の車両用電源装置において、
　前記制御装置は、
　前記バッテリの充電状態に応じて前記好適充放電電力範囲を補正することを特徴とする
車両用電源装置。
【請求項３】
　請求項１記載の車両用電源装置において、
　前記制御装置は、
　前記バッテリの劣化状態に応じて前記好適充放電電力範囲を補正することを特徴とする
車両用電源装置。
【請求項４】
　請求項１記載の車両用電源装置において、
　前記制御装置は、
　前記バッテリの温度に応じて前記好適充放電電力範囲を補正することを特徴とする車両
用電源装置。
【請求項５】
　請求項１記載の車両用電源装置において、
　前記制御装置は、
　前記バッテリの分極状態に応じて前記好適充放電電力範囲を補正することを特徴とする
車両用電源装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか記載の車両用電源装置において、
　前記制御装置は、
　前記発電機の発電電力と前記電気負荷の消費電力との差を、前記好適充放電電力範囲内
に制御することを特徴とする車両用電源装置。
【請求項７】
　請求項１記載の車両用電源装置において、
　前記制御装置は、
　入力される前記電源ラインの電圧を制御するための指令値に関連するパラメータの時間
的変動を低減することを特徴とする車両用電源装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか記載の車両用電源装置において、
　前記制御装置は、
　前記好適充放電電力範囲の時間的変動を低減することを特徴とする車両用電源装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両用電源装置に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
従来のエンジン車の車両用電源装置では、車両用交流発電機内蔵のレギュレータが電圧フ
ィードバック制御、すなわち検出した電源ライン電圧を目標電圧値に収束させるフィード
バック制御により車両電源の電源ライン電圧を所定範囲（所定値を含む）に維持している
。すなわち、従来の電源ライン電圧の制御は、電圧フィードバックによる発電制御により
、行われている。また、特許文献１は、この電源ライン電圧を車両動作に応じて変更する
ことを開示している。
【０００３】
上記した従来の車両用電源装置に採用されている電圧フィードバックによる発電制御では
、電源ライン電圧が目標電圧値から上又は下に一時的に外れることが知られている。この
ような電源ライン電圧の変動は、電源ラインから給電される機器すなわち電気負荷、特に
電子制御機器など電源電圧変動を嫌う電気負荷にとって有害であり、このため、給電され
た電源電圧を定電圧化する定電圧回路をこの種の機器に内蔵させることが行われている。
しかし、この方法は高コストのうえ電源ライン電圧変動抑止効果が定電圧回路をもつ電気
負荷に限られ、更に定電圧回路の電力損失も問題となる。
【０００４】
上記した電源ライン電圧の変動現象について更に説明する。
【０００５】
従来の電圧フィードバックによる発電制御下において大電力負荷が突然駆動されると、電
圧フィードバックによる発電制御が遅れるためバッテリから電力が持出されることになる
が、バッテリの内部抵抗等によりバッテリ端子電圧が下がって、電源ライン電圧が低下す
る。逆に、大電力負荷が突然遮断されると、電圧フィードバックによる発電制御が遅れる
ためバッテリに電力が流入することになるが、バッテリの内部抵抗等によりバッテリ端子
電圧が上がって、電源ライン電圧が増加する。このため、従来においては、大電力負荷を
駆動するドライブ回路にチョークコイルやコンデンサ等を追加することにより、電源ライ
ン電圧の変動を低下させることも行われている。しかし、この方法は高コストのうえ電源
ライン電圧変動抑止効果が限られているという問題を有している。
【０００６】
また、特許文献２は、電源ライン電圧と目標電圧との差を求め、この差から追加電力（マ
イナスの場合もある）すなわち過不足電力を求め、この追加電力を発電制御もしくは負荷
消費電力制御により生み出すことを提案している。しかしながら、この方法も本質的にフ
ィードバック制御を採用するため、制御遅れにより電源ライン電圧が所定の基準電圧範囲
からずれてしまう場合があった。
【０００７】
また、従来のハイブリッド車の車両用電源装置においてはバッテリを中間容量であるＳＯ
Ｃ一定範囲（たとえばＳＯＣ４０～６０％）にて運転する制御（ＳＯＣ一定範囲制御と称
する）を行っており、電源ライン電圧はこのＳＯＣ一定範囲に対応するバッテリ電圧の範
囲に制御される。この変形として、特許文献３は、車速に応じてＳＯＣの目標値を決定し
、ＳＯＣの検出値と目標値との差に応じて発電量を決定するＳＯＣ制御を提案している。
【０００８】
しかしながら、この種の従来のＳＯＣ一定範囲制御では、発電量が大きく変化すると電源
ライン電圧が大きく変化してしまうという問題があった。すなわち、ＳＯＣを４０～６０
％範囲に制御したとしても、電源ライン電圧は、ＳＯＣ４０％での許容最大放電電流値の
放電時に最小となり、ＳＯＣ６０％での許容最大充電電流値の充電時に最大となり、この
間の電源ライン電圧の変動はある種の電気負荷において許容できない電源電圧変動となっ
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た。
【０００９】
そこで、特許文献４は、バッテリ電圧が所定値より低下した場合にその放電可能な最大放
電電力を制限し、バッテリ電圧が所定値より増加した場合にその充電可能な最大充電電力
を制限することを提案している。この方式によれば、電源ライン電圧の変動を低減できる
ものの、これは電源ライン電圧が所望の基準電圧範囲にあることを保証するものではなく
、更に、たとえばバッテリ電圧が所定値より低下した場合にその放電可能な最大放電電力
を制限を開始したとしても、制御の遅れによりこの低いバッテリ電圧において放電電力が
大きい場合には一時的に想定以上の電源ライン電圧低下が生じてしまうという問題があっ
た。
【００１０】
本発明は上記問題点に鑑みなされたものであり、電源ライン電圧を所定の基準電圧範囲に
保持しつつ、電力の生産、消費の制御も良好に管理可能な車両用電源装置を提供すること
を、その目的としている。
【００１１】
【特許文献１】
実開昭５２－１３４６０７号公報
【特許文献２】
特表平１３－５０５８４７号公報
【特許文献３】
特開平１１－１６４４０２号公報
【特許文献４】
特開平９－２１５１１１号公報
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明の車両用電源装置は、電源ラインを通じて電気負荷に電力を給電するバッテリと
、前記電源ラインを通じて前記バッテリおよび前記電気負荷に給電する発電機と、前記発
電機の発電電力又は前記電気負荷の消費電力を制御する制御装置とを備える車両用電源装
置において、
　前記電源ラインの電圧の目標制御範囲である基準電圧範囲の下限を電圧下限指令値、前
記基準電圧範囲の上限を電圧上限指令値とし、前記電圧下限指令値に対応する電力を好適
最大放電電力とし、前記電圧上限指令値に対応する電力を好適最大充電電力として、前記
好適最大放電電力と前記好適最大充電電力とにより規定される範囲を前記バッテリの好適
充放電電力範囲とし、前記電源ラインの電圧を前記基準電圧範囲内に維持することを指令
する信号であり、外部から前記制御装置に入力されるあるいは前記制御装置が決定する信
号を電源ライン電圧指令値として、前記好適最大放電電力は、前記バッテリから出力可能
な最大放電電流に対応する前記バッテリの許容最大放電電力より小さく設定される電力で
あって、前記電圧下限指令値は、前記許容最大放電電力のときの前記バッテリ電圧の値で
ある最小電圧より大きく設定される電圧であり、前記好適最大充電電力は、前記バッテリ
に入力可能な最大充電電流に対応する前記バッテリの許容最大充電電力より小さく設定さ
れる電力であって、電圧上限指令値は、前記許容最大充電電力のときの前記バッテリ電圧
の値である最大電圧より小さく設定される電圧であり、前記制御装置は、前記好適充放電
電力範囲と前記電圧上限指令値及び前記電圧下限指令値との関係を予め記憶しており、
　前記制御装置は、前記電源ライン電圧指令値、又は、車両の加減速に関連する検出値を
定期的に読み込み、定期的に読み込まれる前記電源ライン電圧指令値又は前記検出値から
、前記電圧下限指令値と前記電圧上限指令値とを決定することで、時間的に変動する前記
基準電圧範囲を決定し、
　前記電圧下限指令値及び前記電圧上限指令値と、予め記憶された前記放電電力範囲と前
記電圧上限指令値及び前記電圧上限指令値との関係とから前記好適充放電電力範囲を求め
、求めた前記好適充放電電力範囲内にて前記発電機の発電電力及び前記電気負荷の電力消
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費を設定することで、電源ライン電圧の変動を前記基準電圧範囲内に維持可能としたこと
を特徴としている。
【００１３】
　すなわち、この発明の車両用電源装置によれば、定期的に読み込まれる電源ライン電圧
の指令値又は車両の加減速に関連する検出値から決定される電圧上限指令値及び電圧下限
指令値と、バッテリ充放電電力に関連する好適充放電電力範囲との関係を予め記憶してお
き、入力決定された上記電圧上限指令値及び電圧下限指令値をこの関係に代入して（この
関係に鑑みて）、バッテリの充放電電力の好適な範囲としての好適充放電電力範囲を求め
る。そして、この好適充放電電力範囲内に充放電電力が維持されるように、発電電力又は
負荷の消費電力を制御する。電源ライン電圧は、バッテリの充放電電力に相関を有するバ
ッテリ電圧に連動するために、電源ライン電圧を上記電圧上限指令値及び電圧下限指令値
を上下限とする基準電圧範囲内に維持することができる。
【００１４】
　更に説明すると、この発明は、電源ライン電圧を検出してそれにより発電電力や負荷の
消費電力を制御し、その結果として電源ライン電圧を所定の基準電圧範囲に収束させる従
来のフィードバック制御ではないので、このフィードバック制御の欠点であった制御遅れ
による電圧低下やオーバーシュートなどを良好に防止することができる。また、予め電源
ライン電圧の変動幅を考慮して充放電電力の範囲を定めているので、電源ライン電圧の予
期しない変動を防止することができる。
　予め電源ライン電圧の変動幅を考慮して、基準電圧範囲を決め、好適充放電電力範囲を
定めることで、電源ライン電圧の予期しない変動を防止することができる。
【００１８】
好適な態様において、前記制御装置は、前記バッテリの充電状態に応じて前記好適充放電
電力範囲を補正する。これにより、バッテリのＳＯＣの変化による上記関係の変動を補正
することができる。
【００１９】
好適な態様において、前記制御装置は、前記バッテリの劣化状態に応じて前記好適充放電
電力範囲を補正する。これにより、バッテリの劣化進行による上記関係の変動を補正する
ことができる。
【００２０】
好適な態様において、前記制御装置は、前記バッテリの温度に応じて前記好適充放電電力
範囲を補正する。これにより、バッテリの温度変化による上記関係の変動を補正すること
ができる。
【００２１】
好適な態様において、前記制御装置は、前記バッテリの分極状態に応じて前記好適充放電
電力範囲を補正する。これにより、バッテリの分極状態（たとえばニッケル水素電池のメ
モリ効果や鉛電池の分極）の変化による上記関係の変動を補正することができる。
【００２２】
好適な態様において、前記制御装置は、前記発電機の発電電力と前記電気負荷の消費電力
との差を前記好適充放電電力範囲内に制御する。これにより、バッテリの充放電電力によ
る電源ライン電圧の変化を予め想定した基準電圧範囲内に収めることができる。
【００２３】
好適な態様において、前記制御装置は、入力される前記電源ラインの電圧を制御するため
の指令値に関連するパラメータの時間的変動を低減する。これにより、ランプなどの頻繁
なちらつきを抑止することができる。
【００２４】
好適な態様において、前記制御装置は、前記好適充放電電力範囲の時間的変動を低減する
。これにより、ランプなどの頻繁なちらつきを抑止することができる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
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本発明の車両用電源装置の好適な実施態様を以下の実施例により詳細に説明する。
【００２６】
（装置構成）
この実施例の車両用電源装置を備えた車両の電気系を示すブロック図を図１に示す。
【００２７】
エンジン101は、ベルト107により発電機102に連結されている。発電機102は、電源線108
を通じてバッテリ103および負荷制御手段110a～110eに接続されている。負荷制御手段110
aは負荷111a1～111a3の給電制御を、負荷制御手段110bは負荷111b1～111b3の給電制御を
、負荷制御手段110eは負荷111e1～111e3の給電制御を行う。これら負荷制御手段110a～11
0eは、上記制御を行うのに必要な操作スイッチ（図示せず）やこの制御のための各種セン
サ（図示せず）を含んでおり、外部入力信号やこれらセンサの出力に応じて自己に属する
負荷の出力制御又は断続を行う。
【００２８】
104はエンジン制御手段である。エンジン制御手段104は、エンジン101の制御を行うため
の制御装置であって、電源制御手段105と接続されており、エンジン101の種々の状態を検
出するセンサ（図示せず）によって検出されたエンジン回転数等種々の情報を電源制御手
段105に送信するとともに、電源制御手段105からの指令にしたがってエンジン101の出力
を増減する。
【００２９】
105は電源制御手段である。電源制御手段105は、発電機102やバッテリ103や電源線108な
どの状態を監視し、発電機102を制御する発電機制御手段112を通じて発電機102を制御す
る。電源制御手段105は、発電機制御手段112と接続されており、発電機102の発電量は、
電源制御手段105からの指令により制御される。
【００３０】
発電機制御手段112は、発電機102の現在の発電量や発電機102の回転数などの発電機情報
を電源制御手段105に送信する。電源制御手段105にはバッテリ電流センサ107、負荷電流
センサ109、バッテリ温度センサ113、バッテリ電圧センサ（図示せず）が接続されており
、バッテリの入出力電流、負荷電流、バッテリ温度、バッテリ電圧を受け取る。電源制御
手段105は、多重信号伝送線路106を通じて負荷制御手段110a～110bに接続されており、こ
れら負荷制御手段110a～110bと多重通信により双方向に情報を授受する。
【００３１】
また、発電機制御手段112は、図示しない車両コントローラから入力される車両制動情報
を受け取り、車両制動情報により認識した車両制動量に相当する値に発電機102の発電量
を制御するため、発電機102の界磁電流を増加させて回生制動を行い、必要な車両制動量
（回生制動量）を発生する。なお、上記車両コントローラは、たとえば図示しないブレー
キ踏み量センサなどの制動操作手段の操作量に相当する車両制動量を演算し、この車両制
動量から上記回生制動量を差し引いた制動量を発生させるべく、図示しない油圧ブレーキ
装置の制御部に指令する。なお、発電機制御手段112は、回生制動における発電電力の増
加量を、発電機102の最大発電可能電力の範囲内で決定し、かつ、バッテリの最大充電可
能電力値（最大充電電力値）の範囲内にて設定する。
【００３２】
（バッテリの充放電と電圧との関係の説明）
次に、この実施例の車両用電源装置において重要な特性であるバッテリの充放電電力とそ
の端子電圧との関係を図２に示す特性図を参照して説明する。
【００３３】
図２において、横軸はバッテリの充放電電力を示し、縦軸は電源ライン電圧（ここではバ
ッテリ端子電圧を言うものとする）を示している。縦軸より左側の領域は充電領域であり
、縦軸よりも右側は放電領域を示す。
【００３４】
充電時には、内部抵抗の電圧降下によりバッテリ端子電圧（電源ライン電圧、単にバッテ
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リ電圧ともいう）は上昇し、放電時には内部抵抗の電圧降下によりバッテリ端子電圧（電
源ライン電圧）が下降する。更に、バッテリ端子電圧は、バッテリのＳＯＣに正相関をも
つバッテリ開放電圧に応じて変動する。
【００３５】
図２において、特性線１０は、バッテリの所定のＳＯＣ値における充放電電力とバス電圧
との関係を示す。
【００３６】
１１は、許容最大充電電力（バッテリに入力可能な最大充電電流に相当する）の値でバッ
テリを充電する際の特性線１０上の点であり、この時のバッテリ電圧の値を最大電圧と称
する。
【００３７】
１５は、許容最大放電電力（バッテリから出力可能な最大放電電流に相当する）の値でバ
ッテリを放電する際の特性線１０上の点であり、この時のバッテリ電圧の値を最小電圧と
称する。
【００３８】
１３は、充放電電力（充放電電流）が０の場合の特性線１０上の点であり、この時のバッ
テリ電圧はいわゆる開放電圧となる。もちろん、この開放電圧はバッテリのＳＯＣにより
変動し、この変動に伴い、図２に示す特性線１０は上下に略平行移動する。
【００３９】
１２は、バッテリ電圧が「電圧上限指令値」に等しい場合における特性線１０上の点であ
り、この時の充電電力を好適最大充電電力と称する。
【００４０】
１４は、バッテリ電圧が「電圧下限指令値」に等しい場合における特性線１０上の点であ
り、この時の放電電力を好適最大放電電力と称する。
【００４１】
上述したように、特性線１０はＳＯＣにより上下に略スライドするので、各ＳＯＣごとに
特性線１０の点１２、１４を記憶しておけば、あるいは同等の数式演算を行えば、電圧下
限指令値～電圧上限指令値の電圧範囲を維持するバッテリの充放電電力の範囲を特定する
ことができることがわかる。すなわち、電圧下限指令値～電圧上限指令値の電圧範囲であ
る基準電圧範囲内に電源ライン電圧を維持するには、実現できる充放電電力の範囲を、Ｓ
ＯＣと図２に示す特性と上記電圧範囲とから決定される上記した好適最大充電電力の値と
好適最大放電電力の値との間（以下、好適充放電電力範囲とも称する）に制限すればよい
わけである。なお、更に正確には、図２に示す特性線１０はバッテリ温度や電池劣化など
によっても変動するので、更にバッテリ温度も含めた各パラメータと上記好適充放電電力
範囲との関係を調べればよい。これにより、充放電電力の変動にも関わらず、電源ライン
電圧を所望の好適範囲に維持することが結果的に可能となる。この制御の例を図３、図４
に示すフローチャートを参照して次に説明する。なお、これらのフローチャートに示され
る制御ルーチンは、図１に示す電源制御手段１０３により発電制御又は負荷電力消費制御
により行われる。
【００４２】
（好適充放電電力範囲の算出例１）
まず、電源ライン電圧の目標制御範囲である上記基準電圧範囲が時間的に変動せず常に一
定である場合における好適充放電電力範囲の算出例を以下に説明する。
【００４３】
この場合における好適充放電電力範囲の決定は簡単であり、あらかじめ決定されている所
定の基準電圧範囲の上限値に相当する電圧上限指令値に対応する好適最大充電電力の値と
、同下限値に相当する電圧下限指令値に対応する好適最大放電電力の値とを、あらかじめ
記憶しておき、求めに応じて出力すればよい。ただし、図２に示す特性線１０は、ＳＯＣ
のレベル、電池劣化、電池温度、メモリ効果（分極）などにより変動するため、予め記憶
するこれらのパラメータと好適最大充電電力の値および好適最大放電電力の値との関係に
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、これらのパラメータを代入して好適最大充電電力の値および好適最大放電電力の値を補
正する。
【００４４】
これにより、図１に示す車両用電源装置の電力制御において、バッテリ１０３の充放電電
力がこの好適最大充電電力の値と好適最大放電電力との間にあるように、発電制御や負荷
消費電力制御を行えば、電源ライン電圧を検出してそれに基づいて発電制御や負荷消費電
力制御を実施することなく、電源ライン電圧の変動を目標とする所定の基準電圧範囲内に
維持することが可能となる。
【００４５】
その結果、従来のように、電源ライン電圧を検出して発電制御や負荷消費電力制御を実施
する結果、バッテリの充放電電力が過大となるという不具合がなく、また、バッテリの充
放電電力を所定の好適範囲に維持するように発電制御や負荷消費電力制御を実施する結果
、電源ライン電圧の変動が大きくなるという不具合もない。
【００４６】
つまり、この制御方式によれば、電源ライン電圧が所定の基準電圧範囲となるバッテリの
充放電電力範囲内にバッテリの充放電が生じるように、電力制御（発電制御又は負荷消費
電力制御）を実施するので、電源ライン電圧の変動を所望範囲に維持し、かつ、バッテリ
の充放電電力を好適な範囲に維持することができる。
【００４７】
（好適充放電電力範囲の算出例２）
次に、電源ライン電圧の目標制御範囲である上記基準電圧範囲が時間的に変動する場合に
ついて、図３に示すフローチャートを参照して好適充放電電力範囲の算出例を以下に説明
する。電源ライン電圧を種々の目的のために変動させる場合について、以下に説明する。
この目的としては、たとえば、電源ライン電圧すなわちバッテリ電圧を低下させれば、そ
の分に相当するバッテリのＳＯＣ変化分をトルクアシストや負荷駆動などに放電利用する
ことができ、また、電源ライン電圧を上昇させればその分に相当するバッテリのＳＯＣの
変化分を回生制動や負荷オフなどに充電利用することができる。
【００４８】
そこで、まず外部から入力されるあるいは電源制御手段１０５が決定した電源ライン電圧
指令値を定期的に読み込みその低周波数成分を抽出する（1000）。
【００４９】
なお、この電源ライン電圧指令値の低域成分抽出は、平均値演算、ローパスフィルタ（例
えば時定数１秒）処理、変化速度制限（例えば0.5V/秒）などの公知の処理により実施さ
れることができる。また、ここで言うこの電源ライン電圧指令値とは、上記基準電圧範囲
を意味し、上記電圧上限指令値と上記電圧下限指令値とからなり、この基準電圧範囲内す
なわち電圧上限指令値と電圧下限指令値との間に電源ライン電圧を維持することを指令す
る信号である。したがって、上記低域成分抽出処理は、入力された電圧上限指令値および
電圧下限指令値に対して行われる。又は、電源ライン電圧指令値として一つの数値が入力
され、それから低域成分を抽出してもよい。この場合には、この一つの数値を中央値とし
て、それよりも所定値小さい値が電圧下限指令値とし、それよりも所定値大きい値が電圧
上限指令値とされる。
【００５０】
次に、ステップ1000にて読み込まれた電圧上限指令値に対応する好適最大充電電力の値と
、同下限指令値に相当する好適最大放電電力の値とを、予め記憶する図２の特性線１０に
相当するマップから求める（1002）。
【００５１】
ただし、図２に示す特性線１０は、ＳＯＣのレベル（充電状態）、電池劣化、電池温度、
メモリ効果（分極）などにより変動するため、予め記憶するこれらのパラメータと好適最
大充電電力の値および好適最大放電電力の値との関係に、これらのパラメータを代入して
好適最大充電電力の値および好適最大放電電力の値を代入して次々に補正する（1004,100
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6,1008,1010）で順次補正して、メインルーチンにリターンする（1012）。これら各補正
は予め記憶するマップにより行ってもよく、予め記憶する補正式を用いて行ってもよい。
これらの補正方式自体は公知となっている。
【００５２】
これにより、電力制御（発電制御や消費電力制御）を行うに際して、バッテリ１０３の充
放電電力がこの好適最大充電電力の値と好適最大放電電力との間にあるように電力制御（
発電制御や負荷消費電力制御）を行うことができるとともに、バッテリの充放電にもかか
わらず電源ライン電圧変動をリーズナブルな基準電圧範囲内に押さえることができる。特
に、この場合、電源ライン電圧を検出してそれに基づいて発電制御や負荷消費電力制御を
実施して電源ライン電圧変動を基準電圧範囲に維持するフィードバック制御を行わないの
で、制御の遅れがない。
【００５３】
その結果、従来のように、電源ライン電圧を検出してそれを一定範囲に収束させるために
発電制御や負荷消費電力制御を実施する結果、バッテリの充放電電力が過大となるという
不具合がなく、また、バッテリの充放電電力を単に所定の好適範囲に維持するように発電
制御や負荷消費電力制御を実施する結果、電源ライン電圧の変動が大きくなってしまうと
いう不具合もない。
【００５４】
つまり、この実施例の制御方式は、電源ライン電圧変動および電源ライン電圧の値が所定
の基準電圧範囲内に維持できる条件にて、バッテリの充放電電力を行う制御であるので、
電力制御（発電制御又は負荷消費電力制御）に際して、電源ライン電圧の変動を所望範囲
に維持し、かつ、バッテリの充放電電力を好適な範囲に維持することができる。
【００５５】
（好適充放電電力範囲の算出例３）
なお、上記した電圧指令値（電圧上限指令値、電圧下限指令値）を変更する場合における
それに対応する好適充放電電力範囲の設定に代えて、車両状態に応じてそれに対応する好
適充放電電力範囲の設定を行うことも可能である。この方法を図４に示すフローチャート
を参照して説明する。
【００５６】
図４に示すルーチンは、図３に示すルーチンのステップ1002をステップ1012に変更しただ
けである。ステップ1012では、車載のセンサから車両状態を検出するステップである。た
だし、このセンサは、バッテリ充放電に関連する電気量を検出するセンサとされる。たと
えば、センサは、車両の加速や減速に関連する電気量を検出するセンサとされる。好適に
は、アクセルペダル踏み量センサやブレーキペダル踏み量センサがこれに相当する。その
他、車両走行加速度を検出するセンサや車速を検出する車速センサとしてもよい。これら
のセンサにより車両の加減速状態又はその意図を検出することができる。
【００５７】
たとえば回生制動が開始されたり、開始されようとしていることを検出したら、この時に
は電源ライン電圧をあげてバッテリが十分に回生電力を吸収できることが好ましいため、
それを有効に行えるように電源ライン電圧として許容可能な範囲で電源ライン電圧を通常
よりも高い所定上限値に設定する。また、この回生制動の後では、バッテリの放電が始ま
るので、それを有効に行えるように電源ライン電圧として許容可能な範囲で電源ライン電
圧を通常よりも低い所定下限値に設定する。
【００５８】
回生制動やトルクアシストの大きさに応じてこの所定上限値や所定下限値の変動をどのよ
うに変更するかは、たとえば予め記憶する図５に示す車両状態と充放電電力との関係から
求める。
【００５９】
この実施例において、図５の縦軸は本質的にバッテリ電圧を表すが、車両状態によって縦
軸上にて選択される電圧指令値としての電圧上限指令値、電圧下限指令値は上記車両状態
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を好適とするために電源ライン電圧の許容範囲内にて変動するものとする。たとえば、車
両減速時にはこの減速が大きいほど図5の縦軸を示すパラメータは原点から離れる方向に
シフトし、大きな電圧上限指令値が得られるように変化し、その結果として好適最大充電
電力の値は大きくなるものとする。なお、図5においては、バッテリ電圧とその充放電電
力（充放電電流）との特性を利用するために、その縦軸をバッテリ電圧とし、車両状態の
変化を電圧指令値（電圧上限指令値、電圧下限指令値）の変動として数値化するようにし
たが、車両状態と充放電電力との関係を示すマップ又は特性線10相当の特性を表す関数を
用いることにより、車両状態から直接に好適充放電電力範囲を求めてもよい。
【００６０】
その後、これにより得た、好適充放電電力範囲（好適最大放電電力、好適最大充電電力）
を図３の場合と同様にステップ1014、1016、1018、1020にて補正して、メインルーチンに
リターンする（1022）。
【００６１】
これにより、車両状態に応じて電力制御（発電制御や消費電力制御）を行うに際して、バ
ッテリ１０３の充放電電力がこの好適最大充電電力の値と好適最大放電電力との間にある
ように電力制御（発電制御や負荷消費電力制御）を行うことができるとともに、これら車
両状態に応じたバッテリの充放電制御にもかかわらず電源ライン電圧変動をリーズナブル
な基準電圧範囲内に押さえることができる。特に、この場合、電源ライン電圧を検出して
それに基づいて発電制御や負荷消費電力制御を実施して電源ライン電圧変動を基準電圧範
囲に維持するフィードバック制御を行わないので、制御の遅れがない。
【００６２】
その結果、従来のように、車両状態に基づいて変化した電源ライン電圧を検出して発電制
御や負荷消費電力制御を実施する結果、バッテリの充放電電力が過大となるという不具合
がなく、また、車両状態に基づいてバッテリの充放電電力を単に所定の好適範囲に維持す
るように発電制御や負荷消費電力制御を実施する結果、電源ライン電圧の変動が大きくな
ってしまうという不具合も抑制することができる。
【００６３】
つまり、この実施例の制御方式は、電源ライン電圧変動および電源ライン電圧の値が所定
の基準電圧範囲内に維持できる条件にて、バッテリの充放電電力を行う制御であるので、
電力制御（発電制御又は負荷消費電力制御）に際して、電源ライン電圧の変動を所望範囲
に維持し、かつ、バッテリの充放電電力を好適な範囲に維持することができる。
【００６４】
図６はアイドリング時において実現可能な充放電電力の範囲を表す。図６においても縦軸
はバッテリ電圧を表す。アイドリング時に選択されるバッテリ電圧の範囲は図５に示す車
両減速時に比較してバッテリ電圧低下側にシフトされている。つまり、減速時には高いバ
ッテリ電圧の範囲の設定となり、アイドル時には低いバッテリ電圧範囲になる設定となっ
ている。
【００６５】
結局、この実施例の特徴点は、バッテリをその時点において選択された基準電圧範囲に維
持するための充放電電力範囲である好適充放電電力範囲を求め、この好適充放電電力範囲
を維持するように電力制御（発電制御、負荷消費電力制御）をおこなう点にある。
【００６６】
（変形態様）
好適な実施態様において、上記により求められた好適充放電電力範囲、すなわち、好適最
大放電電力の値と好適最大充電電力の値との時間的変動は、上述した電圧指令値の変動と
同様の方法により規制される。このようにすれば、後述する電力制御において用いられる
好適充放電電力範囲の変動に起因する悪影響たとえばランプのちらつきなどを低減するこ
とができる。
（得られた好適充放電電力範囲を用いる電力制御の説明）
次に、得られた充放電電力ＰＢの好適充放電電力範囲（好適最大放電電力、好適最大充電
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電力）を用いた電力制御について、図７に示すフローチャートにより説明する。
【００６７】
まず、図３、図４に示すルーチンにより得られた好適充放電電力範囲を読み込む（2000）
。次に、各電気負荷の要求電力合計ＰＬを読み込む（2002）。これは、各電気負荷の動作
要求に基く要求電力の合計であり、常時動作する負荷等はまとめて基本要求として予め記
憶しておくことができる。
【００６８】
次に、発電電力ＰＧの必要上下限値を演算する（2004）。なお、発電電力ＰＧの必要上限
値をPG_maxとし、必要下限値をPG_minとする。その結果、発電電力ＰＧと要求電力合計Ｐ
Ｌとの差がバッテリの充放電電力となる。
【００６９】
たとえば、負荷の要求電力合計ＰＬが１ｋＷ、充放電電力ＰＢの好適最大充電電力の値が
５ｋＷ、好適最大放電電力の値が３ｋＷであれば、発電電力ＰＧの必要上限値PG_maxは６
ｋＷ、必要下限値PG_minは０ｋＷとなる。
【００７０】
また同様に、ＰＬが５ｋＷ、好適最大充電電力が５ｋＷ、好適最大放電電力が３ｋＷであ
れば、発電電力ＰＧの必要上限値PG_maxは10ｋＷ、必要下限値PG_minは2ｋＷとなる。つ
まり、発電電力ＰＧの必要上限値PG_maxは充電量と負荷量の和で決まり、発電電力ＰＧの
必要下限値PG_minは最小値がゼロの範囲で負荷量と放電量の差で決まる。
【００７１】
次に、発電機の実現可能最大発電電力G_aを読み込む。この実現可能最大発電電力G_aは、
現在の発電機の回転数や温度等により決まる実現可能な発電電力の上限値である（2006）
。次に、発電必要下限値PG_minと実現可能最大発電電力PG_aとを比較する（2008）。
【００７２】
発電必要下限値PG_minが実現可能最大発電電力PG_aよりも小さければ、発電すべき発電電
力である発電指令値を、発電必要下限値PG_minと実現可能最大発電電力PG_aとの範囲内に
決定し（2010）、負荷の要求電力合計ＰＬを負荷への供給電力である負荷供給電力の指令
値として決定し、これを電源制御手段105の電力制御機能部分に送信し（S2012）、ルーチ
ンを終了する（2014）。
【００７３】
発電必要下限値PG_minが実現可能最大発電電力PG_a以上であれば、発電電力の指令値とし
て実現可能最大発電電力PG_aを設定し（2016）、各電気負荷に実際に供給可能な電力であ
る負荷供給可能電力を演算し、これを負荷供給電力の指令値として電源制御手段105の電
力制御機能部分に送信し（S2018）、ルーチンを終了する（2014）。
【００７４】
ここで言う負荷供給可能電力とは、バッテリが放電可能な電力の最大値である好適最大放
電電力の値と、実現可能最大発電電力PG_aとの和として算出され、例えば、実現可能最大
発電電力PG_aが1ｋW、充放電電力ＰＢの好適最大放電電力の値が３ｋＷであれば、負荷供
給可能電力は４ｋＷとなる。つまり、負荷が５ｋＷを要求しても、発電機とバッテリが電
圧保証する範囲（基準電圧範囲）にて発電機とバッテリとが負荷に供給可能な電力である
負荷供給可能電力は４ｋＷであり、この値を負荷供給電力の指令値として送信するのであ
る。
【００７５】
以上の制御により、電源ライン電圧の指令あるいは車両状態により決定する基準電圧範囲
を満足するように、予め発電電力と負荷供給電力とを決定することができるので、制御の
遅れによる電圧の急激な落ち込みや過剰を防止することが可能となる。なお、発電電力や
負荷供給電力の誤差を検出してフィードバック補正するという制御を追加することにより
、応答性を確保しつつ、精度向上を図ることも当然可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施例の車両用電源装置を備えた車両の電気系を示すブロック図である。
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【図２】　電圧指令値に対応する好適充放電電力範囲の決定例を示すためのバッテリの充
放電電力とその端子電圧との関係を示す特性図である。
【図３】　好適充放電電力範囲の算出例を示すフローチャートである。
【図４】　好適充放電電力範囲の算出例を示すフローチャートである。
【図５】　車両減速時の好適充放電電力範囲の決定例を示すためのバッテリの充放電電力
とその端子電圧との関係を示す特性図である。
【図６】　車両アイドリング時の好適充放電電力範囲の決定例を示すためのバッテリの充
放電電力とその端子電圧との関係を示す特性図である。
電気系統説明図である。
【図７】　好適充放電電力範囲を用いた電力制御の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０１　エンジン
１０２　発電機
１０３　バッテリ
１０５　電源制御手段（制御装置）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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